
東京ＤＰＡＴ（東京都災害派遣精神医療チーム）の創設について 

 ○ 被災時の精神保健医療のニーズアセスメント 

 ○ 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）、保健師チーム等と連携した活動 
 
  ・被災精神科病院の入院患者の転院・搬送支援 
  ・被災精神科病院、診療所機能の回復までの外来診療支援 
  ・災害ストレスによる被災住民・支援者への対応 
  ・地域精神保健活動への支援 など 

主な活動内容 

平成30年3月30日 25の精神科病床を有する医療機関（民間18・都立等７）との間で協定締結 

二
次
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健
医
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圏 

  被災地域（区市町村）   

東京ＤＰＡＴ 

区
市
町
村 

（国）ＤＰＡＴ事務局 

創設時期 

目的・概要 

○災害時等の精神保健医療機能の低下や災害時ストレス等精神保健医療ニーズに対応 

○発災直後から中長期にわたり活動 

○精神科医を中心としたメンバーで構成される専門的な災害派遣精神医療チーム（東京ＤＰＡＴ）を常設 
 ※ ＤＰＡＴ：Disaster Psychiatric Assistance Team 
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１．検討体制 
  ○ 東京都災害時こころのケア体制（東京ＤＰＡＴ）連絡調整会議（平成２８年１１月から３回開催） 
     作業部会（平成２８年１２月から６回開催） 

  ○ 主な委員：東京都災害医療コーディネーター、東京都医師会、東京精神科病院協会等関係団体 
        区市町村、都立病院、東京消防庁、総務局総合防災部等都庁内関係部署（別紙１：名簿） 
 
２．検討内容 
  ○ 支援活動時期、指揮命令、人員・資機材、支援活動内容等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

創設までの経緯 

＜東日本大震災まで＞ 
 長期の避難所生活者などを対象に、中長期におけ
るこころのケアに関する支援を実施 

 ＊東日本大震災時は発災12日後にチーム編成派遣 

＜熊本地震（28.4）＞ 
 左記に加え、入院患者等の転院支援・急性増悪
患者等への対応のため、本震４日後に職員を派遣 
  
⇒首都直下地震も想定し、発災直後から支援活動
できる体制整備が必要 

検討状況 

スケジュール 

平成28年度 平成29年度 平成30年度 

連絡調整会議 
（作業部会） 

登録医療機関 

体制整備の検討 

マニュアル作成 

医療機関等 
説明・依頼 

協
定
締
結 

研
修
開
催 



東京都災害対策本部 

二次保健医療圏（医療対策拠点） 

医学的助言 

報告 
指
示 

東京ＤＭＡＴ 
指定病院 

被災現場 

ＤＰＡＴ事務局 
（厚生労働省） 

  

派
遣
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請
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告 

派遣調整 

派遣可能日程報告 

派
遣
先
割
当 

指示 

東京ＤＰＡＴ 
登録機関 

（主に発災直後～急性期） 

医療対策拠点に参集した 
・医療救護班 
・歯科医療救護班 
・薬剤師班 
・ＪＭＡＴ 
・日本赤十字社救護班 

日本ＤＭＡＴ 

区
市
町
村
等
に
移
動 

活
動 

災害拠点病院 

活動 

病院 

派遣要請 
配分調整 

日本ＤＭＡＴ 
調整本部 

 
 調整本部 

責任者 

・東京都医師会 
・東京都歯科医師会 
・東京都薬剤師会 
・日本赤十字社 
    東京都支部 
・災害拠点病院 

派
遣
要
請
・決
定 

東京ＤＰＡＴ 
他県ＤＰＡＴ 

日本ＤＭＡＴ 
活動拠点本部 

 
 統括ＤＭＡＴ 

ＤＰＡＴ 
活動拠点本部 

 
東京ＤＰＡＴ 
（統括）（仮） 

派
遣
要
請 

ＤＰＡＴ 
調整本部 

 
東京ＤＰＡＴ 

統括者 

報告 

派遣要請 
配分決定 

医学的助言 

区市町村等に参集した 
・医療救護班 
・歯科医療救護班 
・薬剤師班 
・ＪＭＡＴ 
・日本赤十字社救護班 

指
示 

報告 

医療救護所 避難所 etc. 

他道府県主管課及び 
ＤＰＡＴ調整本部 

活
動 

 
（１）東京都災害医療コーディネーターとの連絡調整に関すること 
   ＤＰＡＴ調整本部は、精神科医療救護活動の観点から必要に応じて、東京都災害医療コーディネーターに対し、 
  助言を行うとともに、以下の業務を担う。 
   ア ＤＰＡＴ活動方針の策定に関すること 
   イ 東京ＤＰＡＴ登録機関への派遣要請及び必要に応じたＤＰＡＴ事務局への派遣調整に関すること 
   ウ 東京ＤＰＡＴ及び他県ＤＰＡＴの配分調整に関すること 
   エ 精神疾患患者を受け入れる病院の確保に関すること 
      ※ 入院患者の転院等が広域的に必要な場合の確保をいい、原則として個別医療機関に対する要請は、 
       ＤＰＡＴ活動拠点本部において、地域災害医療コーディネーターとの調整の下、行うこととする。 
 
（２）ＤＰＡＴ事務局との連絡調整に関すること 
   ＤＰＡＴ調整本部は、ＤＰＡＴ事務局への派遣調整のほか、都内で活動するＤＰＡＴの活動報告等連絡調整を行う。 
 
（３）その他必要に応じて、（一社）東京精神科病院協会及び（一社）東京精神神経科診療所協会と情報を共有する。 

ＤＰＡＴ調整本部 

 
（１）地域災害医療コーディネーターとの連絡調整に関すること 
   ＤＰＡＴ活動拠点本部は、精神科医療救護活動の観点から必要に応じて、地域災害医療コーディネーターに対し、  

助言を行うとともに、以下の業務を担う。 
   ア 東京ＤＰＡＴ及び他県ＤＰＡＴの配分決定に関すること 
    ※ ＤＰＡＴ調整本部から指示を受け参集した東京ＤＰＡＴ及び他県ＤＰＡＴについて、圏域内の区市町村から 
        の要請に応じて医療救護活動拠点等への配分決定を行うものとする。 
    ※ なお、一自治体に複数のＤＰＡＴを配分する場合は、区市町村災害医療コーディネーターに対し、必要に応 
        じて助言を行うＤＰＡＴを指定するものとする。 
   イ 精神疾患患者を受け入れる病院の確保に関すること 
      ※ 圏域内において確保が困難な場合は、ＤＰＡＴ調整本部に照会するものとする。 
   ウ ＤＰＡＴ調整本部との連絡調整に関すること 
 
（２）ＤＰＡＴの派遣要請に関すること 
   区市町村からの派遣要請を踏まえ、地域災害医療コーディネーターと調整の上、都に対し、ＤＰＡＴの派遣要請  

（追加派遣要請含む。）を行う。 
 
（３）その他、区市町村災害医療コーディネーターや区市町村で活動するＤＰＡＴに対し、求めに応じて精神科医療に 
  関する専門的な助言を行う。 

 
（１）派遣された東京ＤＰＡＴ及び他県ＤＰＡＴは、区市町村災害医療コーディネーターの助言の下、支援活動 
  に従事する。なお、状況に応じて、区市町村災害医療コーディネーターと調整の上、保健活動班との連携を 
  図るため、地域保健活動を所管する長の指示の下、活動を行う。その他、必要に応じ、以下の業務を担う。 
 
（２）区市町村災害医療コーディネーター等との連絡調整に関すること 
   区市町村災害医療コーディネーター等から要請があった場合は、以下について、精神科医療に関しての専門的な 
  助言を行う。 
   ア 区市町村の医療活動方針に関すること 
   イ 派遣されたＤＰＡＴの配分調整に関すること 
   ウ 精神疾患患者を受け入れる病院の確保に関すること 
   エ ＤＰＡＴ活動拠点本部との連絡調整に関すること 
   オ その他精神科医療に関すること 
 
（３）ＤＰＡＴの派遣要請に関すること 
   病院や医療救護所、避難所などで活動するＤＰＡＴが不足している（又は不足が見込まれる）とき、区市 
  町村災害医療コーディネーターとの調整を踏まえ、区市町村に対し、管轄する医療対策拠点へＤＰＡＴの派 
  遣を要請するよう助言する。   

ＤＰＡＴ活動拠点本部 
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多摩地区 
（保健所政令市を除く。） 
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都保健活動班 
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保健活動班 

 災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）は、原則、災害医療コーディネーターの助言の下、以下の活動を行うとともに、
必要に応じて、災害医療コーディネーターに対し、精神科医療についての専門的な助言を行う。また、状況に応じて、災
害医療コーディネーターの助言により、地域保健活動と連携して活動を行う。 
 なお、ＤＰＡＴ調整本部は、都内に活動するすべてのＤＰＡＴ（東京ＤＰＡＴ及び他県ＤＰＡＴ）を統括する。 
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東京ＤＰＡＴの指揮・命令系統 資料３－２ 

地域災害医療コーディネーター 

区市町村災害対策本部 
（医療救護活動拠点） 

区市町村災害医療コーディネーター 

東京都災害医療コーディネーター 
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ＤＰＡＴ事務局 
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派遣調整 

派遣可能日程報告 

他道府県主管課及び 
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医学的助言 

医学的助言 

・医療救護班 
・歯科医療救護班 
・薬剤師班 
・ＪＭＡＴ 
・日本赤十字社救護班 

東京ＤＰＡＴ 
他県ＤＰＡＴ 

指
示 

報告 

活動 

医療救護所 避難所 地域巡回 etc. 

・東京都医師会 
・東京都歯科医師会 
・東京都薬剤師会 
・日本赤十字社 
    東京都支部 
・災害拠点病院 

 
（１）東京都災害医療コーディネーターとの連絡調整に関すること 
   ＤＰＡＴ調整本部は、精神科医療救護活動の観点から必要に応じて、東京都災害医療コーディネーターに対し、 
  助言を行うとともに、以下の業務を担う。 
   ア 東京ＤＰＡＴ登録機関への派遣要請及び必要に応じたＤＰＡＴ事務局への派遣調整に関すること 
   イ 東京ＤＰＡＴ及び他県ＤＰＡＴの配分調整に関すること 
   ウ 精神疾患患者を受け入れる病院の確保に関すること 
      ※ 精神保健福祉センター圏域をまたいで病院を確保する必要がある場合をいい、原則として個別医療機関

に対する要請は、ＤＰＡＴ活動拠点本部において行うこととする。 
   エ ＤＰＡＴ活動終了時期やこころのケアセンターの設置等、中長期にわたる精神保健医療活動の方針に 
    関すること 
 
（２）ＤＰＡＴ事務局との連絡調整に関すること 
   ＤＰＡＴ調整本部は、ＤＰＡＴ事務局への派遣調整のほか、都内で活動するＤＰＡＴの活動報告等連絡調整を行う。 
 
（３）その他必要に応じて、（一社）東京精神科病院協会及び（一社）東京精神神経科診療所協会と情報を共有する。 

ＤＰＡＴ調整本部 

 
（１）区市町村に対する精神科医療に関する助言 
   ＤＰＡＴ活動拠点本部は、区市町村災害医療コーディネーターや区市町村で活動するＤＰＡＴに対し、精神科医療

に関する専門的な助言を行う。 
 
（２）精神保健福祉センター圏域内の連絡体制の調整に関すること 
   ア 東京ＤＰＡＴ及び他県ＤＰＡＴの配分決定に関すること 
      ※ 圏域内の復旧状況や区市町村からの要請等に応じて、区市町村で活動するＤＰＡＴの配分決定を 
       行うものとする。      
   イ 精神疾患患者を受け入れる病院の確保に関すること 
      ※ 圏域内において確保が困難な場合は、ＤＰＡＴ調整本部に照会するものとする。 
   ウ 圏域内における活動方針に関すること 
      ※ 特に中長期以降について、ＤＰＡＴ活動の継続の必要性について区市町村災害医療コーディネーター 
       や区市町村で活動するＤＰＡＴと調整を行い、活動の方向性をＤＰＡＴ調整本部に協議するものとする。 
   エ ＤＰＡＴ調整本部との連絡調整に関すること 
 
（３）ＤＰＡＴの派遣要請に関すること 
   区市町村からの要請を踏まえ、必要に応じて、都に対し、ＤＰＡＴの派遣要請（追加派遣要請含む。）を行う。 

ＤＰＡＴ活動拠点本部 

 
（１）派遣された東京ＤＰＡＴ及び他県ＤＰＡＴは、区市町村災害医療コーディネーターの助言の下、支援活動 
  に従事する。なお、状況に応じて、区市町村災害医療コーディネーターと調整の上、保健活動班との連携を 
  図るため、地域保健活動を所管する長の指示の下、活動を行う。その他、必要に応じ、以下の業務を担う。 
 
（２）区市町村災害医療コーディネーターとの連絡調整に関すること 
   区市町村災害医療コーディネーターから要請があった場合は、以下について、精神科医療に関しての専門的 
  な助言を行う。 
   ア 区市町村の亜急性期以降の医療活動方針に関すること 
   イ ＤＰＡＴの配分調整に関すること 
   ウ 精神疾患患者を受け入れる病院の確保に関すること 
   エ ＤＰＡＴ活動拠点本部との連絡調整に関すること 
   オ その他精神科医療に関すること 
 
（３）ＤＰＡＴの派遣要請に関すること 
   医療救護所、避難所での活動や地域巡回等を行うＤＰＡＴが不足している（又は不足が見込まれる）とき、 
  区市町村災害医療コーディネーターとの調整を踏まえ、区市町村に対し、管轄する精神保健福祉センターへ 
  ＤＰＡＴの派遣を要請するよう助言する。   
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 災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）は、原則、災害医療コーディネーターの助言の下、以下の活動を行うとともに、
必要に応じて、災害医療コーディネーターに対し、精神科医療についての専門的な助言を行う。また、状況に応じて、災
害医療コーディネーターの助言により、地域保健活動と連携して活動を行う。 
 なお、ＤＰＡＴ調整本部は、都内に活動するすべてのＤＰＡＴ（東京ＤＰＡＴ及び他県ＤＰＡＴ）を統括する。 

東京ＤＰＡＴの指揮・命令系統 

東京都災害医療コーディネーター 

区市町村災害医療コーディネーター 

区市町村災害対策本部 
（医療救護活動拠点） 

支
援 



都内発災時における東京ＤＰＡＴの派遣要請基準 

国の示す派遣要請の流れ 

被災地域 
被災 

都道府県 
ＤＰＡＴ 

被災地域外 
の都道府県 

①
派
遣
調
整
の
要
請 

厚生労働省又は 
ＤＰＡＴ事務局 

被災地域外 
の都道府県 

Ｄ
Ｐ
Ａ
Ｔ 

①－２ 派遣調整 

ＤＰＡＴの派遣調整は、基本的には災害対策基本法に基づき行う。 

 被災していない都道府県からの支援
が必要な規模の災害の場合に、国が示
す派遣要請の流れは以下のとおり。 
 
① 厚生労働省又はＤＰＡＴ事務局 
 を介して、派遣要請 
 
② 厚生労働省又はＤＰＡＴ事務局 
 を介さず、派遣要請 

 都内発災時の要請方法は、基本的
に各都道府県において判断   

 ＤＰＡＴは、大規模災害時の緊急時に、発災直後から中長期までの各フェーズに
おいて、日本ＤＭＡＴを始め医療救護班や保健活動班等と連携して活動。 
 このため、日本ＤＭＡＴの要請の考え方を参考に、基準を定め、発災直後の超急
性期から活動する日本ＤＭＡＴと必要に応じて連携が図られる体制を構築。 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  基本的考え方 

東京都災害対策本部 

日本ＤＭＡＴ 
調整本部 

東京ＤＰＡＴ 
調整本部 

連 携 

二次保健医療圏 
（医療対策拠点） 

日本ＤＭＡＴ 
活動拠点本部 

東京ＤＰＡＴ 
活動拠点本部 

連 携 

区市町村災害対策本部 
（医療救護活動拠点） 

日本ＤＭＡＴ 東京ＤＰＡＴ 連 携 

（
参
考
：
発
災
直
後
の
連
携
体
制
） 

 

 被災地域の都道府県は、以下の基準に基づき、管下の統括ＤＭＡＴ登録者等の意見を聴いて、必要

に応じて速やかにＤＭＡＴの派遣要請を行う。 
 

 ① 震度６弱の地震又は死者数が２人以上50人未満若しくは傷病者数が20名以上見込まれる災害 

    ⇒ 管内のＤＭＡＴ指定医療機関に対してＤＭＡＴの派遣を要請 

 ② 震度６強の地震又は死者数が50人以上100人未満見込まれる災害 

    ⇒ 管内のＤＭＡＴ指定医療機関、被災都道府県に隣接する都道府県、被災都道府県が属 

     する地方ブロックに属する都道府県に対してＤＭＡＴの派遣を要請 

 ③ 震度７の地震又は死者数が100人以上見込まれる災害 

    ⇒ 管内のＤＭＡＴ指定医療機関、被災都道府県に隣接する都道府県、被災都道府県が属 

     する地方ブロックに属する都道府県、被災都道府県が属する地方ブロックに隣接する地 

     方ブロックに属する都道府県に対してＤＭＡＴの派遣を要請 

 ④ 東海地震、東南海・南海地震又は首都直下型地震 

    ⇒ 管内のＤＭＡＴ指定医療機関及び全国の都道府県に対してＤＭＡＴの派遣を要請 
 

 ※ 関東ブロックに属する県 ： 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県 

 ※ 東北ブロックに属する県 ： 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県 

 ※ 中部ブロックに属する県 ： 富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県  

 

日本ＤＭＡＴ活動要領による派遣要請の考え方 
 

 東京都（東京ＤＰＡＴ調整本部）は、東京都災害医療コーディネーターの助言の下、以下の基準に基

づき、必要に応じて速やかにＤＰＡＴの派遣要請を行う。 

 ① 震度６弱の地震又は死者数が２人以上50人未満若しくは傷病者数が20名以上見込まれる災害 

    ⇒ 東京ＤＰＡＴ登録機関に対し、東京ＤＰＡＴの派遣を要請 

 ② 震度６強の地震又は死者数が50人以上100人未満見込まれる災害 

    ⇒ 東京ＤＰＡＴ登録機関に対し、東京ＤＰＡＴの派遣を要請 

      あわせて、関東ブロックに属する県※に対し、ＤＰＡＴの派遣を要請 

      なお、上記県に対し要請を行った後、それでも必要とするチームの不足が見込まれる 

     場合は、③の派遣要請基準により派遣要請 

 ③ 震度７の地震又は死者数が100人以上見込まれる災害 

    ⇒ 東京ＤＰＡＴ登録機関に対し、東京ＤＰＡＴの派遣を要請 

      あわせて、関東ブロックに属する県、隣接する東北ブロック及び中部ブロックに属す 

     る県※に対し、ＤＰＡＴの派遣を要請 

      なお、上記県に対し要請を行った後、それでも必要とするチームの不足が見込まれる 

     場合は、④の派遣要請基準により派遣要請 

 ④ 首都直下型地震、東海地震、東南海・南海地震 

    ⇒ 東京ＤＰＡＴ登録機関に対し、東京ＤＰＡＴの派遣を要請 

      あわせて、ＤＰＡＴ事務局に対し、全国のＤＰＡＴの派遣を要請 

東京ＤＰＡＴの派遣要請基準（案） 

【待機要請について】 都道府県、厚生労働省等は自然災害または人為災害が発生し、被災地域外か
らの医療の支援が必要な可能性がある場合はＤＭＡＴ派遣のための待機を要請する。以下の場合は要
請を待たずに待機を行う。 
 ○ 東京都23区で震度５強以上の地震が発生した場合、津波警報（大津波）が発表された場合、 
  東海地震注意情報が発表された場合等） 

  都内発災時における東京ＤＰＡＴ派遣要請基準について 

都内発災時に円滑な要
請、受入体制が確保で
きるよう、派遣要請に
当たっての考え方を整
理 

【待機要請について】 東京都が自然災害または人為災害が発生し、医療の支援が必要な可能性がある
場合はＤＰＡＴ派遣のための待機を要請する。東京ＤＰＡＴは震度６弱以上となった場合は要請を待た
ずに待機する。 
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ＤＰＡＴの活動内容～フェーズによる医療救護と保健活動におけるＤＰＡＴ活動～ 

ﾌｪｰｽﾞ0 ﾌｪｰｽﾞ2 ﾌｪｰｽﾞ4

発災から6時間 72時間～1週間 1か月～3か月

発災直後 急性期 慢性期

○東京DMATの活動 ○主に日本DMATによる支援活動 ○主に他道府県の医療救護班による支援活動　

○災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ参集 ○都・地区医療救護班・歯科医療救護班・薬剤師班の派遣

○医療対策拠点の設置 ○緊急医療救護所の設置・運営

○避難所医療救護所・医療救護活動拠点・災害薬事センターの設置

医療救護
と

保健活動

ＤＰＡＴ活動

復旧・復興対策期

避難所対策が
中心の時期⇒

保健活動
の対象

救護所等

避難所／テント・車中 借り上げ住宅・仮設住宅

自宅・親戚知人宅

保健活動の場
（被災者の居場所）

初動体制の確立 緊急対策期

　傷病者・避難行動要支援者・要配慮者（特に医療ニーズの高い患者）
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒要配慮者（時間と共に健康問題が生じる方：慢性疾患患者・妊産婦等)

（必要時）二次（福祉）避難所

医療救護
ﾌｪｰｽﾞ

超急性期 亜急性期

ﾌｪｰｽﾞ1 ﾌｪｰｽﾞ3

6～72時間 1週間～1か月

医療救護の
主な活動

保健活動
住民の生命・安全の確保を行う

避難所から仮設住宅等
 次の住まい入居まで⇒

　応急対策期～生活の安定～

【医療救護】
→ 通常の医療体制へ

【保健活動】被災精神科医療機関の機能補完

・被災精神科病院の患者搬送等の支援

・急性増悪者等への対応

・医療救護チーム等との連携
以下の活動に関する専門的助言等

地域精神保健活動

・避難所での精神保健相談

・仮設住宅等へのアウトリーチ活動

・普及啓発、各種健康教育活動 等

支援者支援

・支援者への技術支援

・支援者ストレスについての啓発 ・個別相談

時間軸 

復
興
支
援
（通
常
の
体
制
へ
） 

発災 

医療救護 

保健活動 
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東京ＤＰＡＴの枠組み  

   精神科医、看護師、業務調整員（連絡調整、運転等の後方支援全般を行う

者）等を含めた４名を標準 
 ただし、児童精神科医、薬剤師、保健師、精神保健福祉士又は臨床心理技
術者その他必要な職種を含めることも可 

チームの編成 

〇 活動期間は１週間を標準 
 
 
 
 
  ＊後続チームは、原則として他の登録機関による編成チーム 
 
〇 活動時間は９時から１７時を基本 
   ＊被災地域の状況によっては変則的な対応が必要な場合もある 

活動期間等 
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１日目 ６日目 ７日目

移動日
活動最終日

後続チームへ引継ぎ
移動日

２～5日目

活動日



目的 
    
 災害発生時に関係機関と連携した支援活動が効果的に展開できるよう、東京都災害時こころのケ 
 ア体制（東京ＤＰＡＴ）についての普及を図る 

対象者 

 ○ 災害時に被災地における精神科医療及び精神保健活動の支援に携わる者 
  ・東京都及び区市町村災害精神保健福祉関係者 
  ・東京都内精神科医療機関従事者 
  ・その他関係機関職員 

内  容 

 ①東京ＤＰＡＴの活動について 
 ②災害時における各関係機関の役割と連携体制 
 ③被災者及び支援者自身のメンタルヘルス 
 ④その他、東京都災害時こころのケア体制（東京ＤＰＡＴ）に関すること  

東京ＤＰＡＴ普及啓発研修 

目的  東京ＤＰＡＴの隊員としての基本的な知識と技能の習得及びスキルアップを図る  

対象者  東京ＤＰＡＴ登録機関の隊員候補者、左記に準ずる東京都職員 

内  容 

 ①災害医療概論とＤＰＡＴ活動（過去の災害事例の振り返り） 
 ②災害現場における指揮命令・情報伝達、安全確保 
 ③災害時のロジスティクス（クロノロ、衛星携帯電話、トランシーバー、ＥＭＩＳＳ等）の講義と演習 
 ④災害時のこころのケア（地域精神保健活動支援） 
 ⑤東京都地域防災計画と災害医療体制 
 ⑥東京都における精神保健医療サービス体制                                 
 ⑦都内発災時における東京ＤＰＡＴの役割及び活動 
 ⑧都内発災時における関係機関の活動 
 ⑨都内発災時における東京ＤＰＡＴの具体的活動（本部活動と現地活動）に関する演習 
 ⑩その他、東京ＤＰＡＴ活動に必要なこと 
 
 
     

講 師 

 ・東京ＤＰＡＴ統括者 
 ・（東京都）災害医療コーディネーター、日本ＤＭＡＴ・日赤・ＪＭＡＴ等の災害医療関係者 
 ・東京都及び区市町村の災害精神保健医療関係者 
  ・ＤＰＡＴ事務局関係者 
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【研修の基本的な考え方】 

(１) （国）ＤＰＡＴ活動要領に示された研修内容（右記）との整合性を図る 

(２) 都内発災時の被害想定に基づいた東京ＤＰＡＴの活動（本部活動と現地活動）についての
講義及び演習を付加し、より実践的な内容とする 

東京ＤＰＡＴ養成研修 

（国）ＤＰＡＴ活動要領 

Ⅱ活動の枠組み 
 ４．平常時の準備 
  ４．１研修・訓練の実施 

   ○ 都道府県等は、当該都道府県等において、以下 
の項目及び演習（机上訓練等）を含んだ研修を実施
すること。 

   ・各都道府県等の防災計画等の体制 
   ・各都道府県等の平時の精神保健医療サービスの体制 
   ・災害医療概論（災害精神医療概論を含む） 
   ・ＤＰＡＴの役割 
   ・災害現場における指揮命令・安全確保・情報伝達 
   ・災害現場における諸機関との連携 

  ○ 上記研修の講師については、以下の有識者を含む
ことが望ましい。 

   ・当該都道府県等のＤＰＡＴ統括者 
   ・当該都道府県等のＤＰＡＴ先遣隊隊員 
   ・ＤＰＡＴ事務局関係者 
   ・災害医療コーディネーター、ＤＭＡＴ、日赤、ＪＭＡ

Ｔ等の災害医療関係者 
   ・精神保健福祉センター・保健所・市町村等の災害精神

保健医療関係者 

※ 都や国において実施される東京ＤＰＡＴ活動に関連する研修や訓練への参加については今後検討 
 ・ 情報システム等の机上訓練や搬送訓練等  

東京ＤＰＡＴの研修についての考え方 


